
令和７年４月２４日  

保護者の皆様 

新居浜市立角野小学校  

校 長 髙須賀 美雪  

 

 

大 型 連 休 の 過 ご し 方 に つ い て の お 願 い 
 

 若草萌える季節となりました。保護者の皆様方には、日頃より学校教育に対しご協力いただき、

心より感謝申し上げます。 

さて、４月２６日～５月６日まで大型連休の期間を迎えます。楽しい期間である反面、開放感から

様々な事故が起こりがちです。健全な校外生活が過ごせますよう、ご家庭におかれましても、ご指導

のほどよろしくお願いいたします。 

 

 

記 

 

１ 規則正しい生活 

◆ 早寝早起きをして、３食をしっかり食べる。 

早寝早起き、食事を三食摂る等、規則正しく生活できるようご協力をお願いします。 

 

◆ 積極的にあいさつをする。 

自分からあいさつできるように、ご家庭でも声掛けをお願いいたします。 

 

２ 事故・非行の未然防止 

◆ 「だれと、どこへ、何をしに、いつ帰る」を家の人に言ってから出かける。 

危険防止のため、必ず行き先を伝えて外出することをご指導ください。 

 

◆ 交通ルールを守る。 

不意に飛び出しをしないよう、必ず左右を見て確かめることや、自転車に乗るときのヘルメ

ットの着用を、ご家庭でもご確認ください。 

 

◆ 危険な場所で遊ばない。 

川・用水路他、危険箇所には近付かないことをご指導ください。 

 

◆  道路で遊ばない。 

路地などに集まって大声で話すことは、車の通行の妨げになるだけでなく、近隣の方々のご

迷惑にもなるので、やめるようにご指導ください。 

家庭数 



◆ 危険な遊びをしたり、大人がいない家で遊んだりしない。 

興味本位での火遊びが、人命や財産をすべて失う重大な結果を招きます。子どもたちが手

にできないように、マッチやライター、エアガン等の確実な管理をお願いいたします。 

また、事故や非行の温床にならないよう、大人のいない家で、子どもだけで遊ぶ環

境をつくらないように、ご協力をお願いいたします。 

（一度たまり場になると、以後ずっと続いてしまう傾向があります。） 

 

◆ 校区外、映画館、ゲームセンター等へは、子どもだけで行かない。 

交通事故、不審者、連れ去り、金銭トラブルなど、様々な危険が存在しています。子どもだ

けで校区外や遊技場には行かないことをご指導ください。 

 

◆ 無駄づかいや、お金や物の貸し借りをしない。 

お金は、家の人が働いて得たことをよく考えて大切に使う等、正しい金銭感覚を身に付けるこ

とが大切です。また、万引きや、お金や物（ゲーム機器やソフト等）の貸し借りをしな

いこともご指導ください。 

 

 ◆ 不審者被害の未然防止。 

防犯ブザーの携帯や、「車から声を掛けられても不用意に近付かない」等の予防法

の確認、通報にご協力ください。 

いか…知らない人についていかない   お…おお声を出す  

の…他人の車にのらない       す…すぐ逃げる  

                  し…何かあったらすぐしらせる 

 

◆ インターネットや携帯電話の使い方。 

インターネット、携帯電話等で被害にあう事例（メール、ライン、SNS 等への悪質な書

き込みにより、いじめの被害に遭う例）が続発しています。また、他者と通信できる携

帯用ゲーム機もあります。 

大人が使用状況を把握するなど、使用のルールについてご家庭でお話ください。 

（ＰＴＡ宣言で、他者との通信は夜９時までとなっています。） 

                      

◆ 帰宅時間について。 

夕暮れ時は交通事故の危険性も高まります。夕方５時には帰宅するようにご指導くださ

い。 

 
土・日、祝日等学校が休みのときに、交通事故、不審者等の緊急の場合は、新居浜警察署（０８９７

－３５－０１１０）にお電話ください。 

それ以外で、学校への連絡が必要な場合は、市役所夜間・休日専用（０８９７－３３－５１５１）へ

ご連絡ください。その際、①学校名、学年、学級 ②お子様のお名前 ③連絡者の氏名 ④折り返しの

連絡先を市役所宿直職員にお伝えください。後ほど、学校から折り返しの連絡をいたします。 


